
公共施設等個別計画の状況確認調査票

（昨年度回答いただいた計画についても、必ず記入ください。）

№ 計画名称 担当部署
策定時期
（予定含む）

計画期間 主な対象施設 主な計画内容（目標値等） 策定の経緯
策定による整備等の

財源措置
その他

※今後の取組予定等

1 石巻市公立幼稚園・保育所・こど
も園再編計画

福祉部
子ども保育課

平成30年3月 平成30年度
～平成34年度
（5年間）

公立幼稚園、保育所及びこども園公立幼稚園、保育所及びこども園の更新、
統合及び廃止に関する計画

公立幼稚園及び保育所
の老朽化の状況、ま
た、近年の全国的な少
子化の進行や公立・私
立の設置状況を踏ま
え、計画を策定するも
の。

計画に基づく公共施設
等の除却費について、
合併特例債（充当率
95％）の充当が可能

公立幼稚園、保育所の
具体の統廃合とあわせ
て、民間事業者の公募
等を行う。

2 水産物供給基盤機能保全計画 産業部
水産基盤整備
推進室

平成31年度～
平成33年度
（予定）

未定 市管理漁港３４港
漁港施設：外郭施設、係留施
設、水域施設、輸送施設、漁港
施設用地など

　漁港施設の機能の保全を行うために必要
な機能保全計画を策定するとともに、保全
工事の施工時期などについても計画する。

　漁港施設の老朽化や
施設の更新について、
計画的な取り組みによ
り施設の長寿命化を図
りつつ更新コストの平
準化・縮減を図る必要
があるため、平成20年
度に事業が創設され
た。
　機能保全計画の策定
については、東日本大
震災に伴い、取組時期
について配慮されてい
る。

　計画策定及び計画に
基づく保全工事につい
て、国庫補助1/2、市費
1/2（起債90％）
　補助対象外となる漁
港施設については、保
全計画策定が必須であ
るが、市費のうち起債
対象が90％（暫定措
置）

計画策定後に、中長期
的な維持管理・更新等
を計画的保全工事に進
めるとともに、長期的
な視野に基づく予防保
全的な対策工事も実施
していく。

3 石巻市都市公園施設長寿命化計画 建設部
都市計画課

平成28年9月 平成33年
～平成43年
（10年間）

都市公園等　８１箇所 １．長寿命化計画の対象とする公園等の設
定
　　地方公共団体において、対象公園を設
定する。
　　石巻市の場合、都市公園として告示し
ている８１公園を設定した。
２．予備調査
　　健全度調査票を作成し、現地調査にお
いて、公園施設ごとに目標とすべき維持管
理の水準を意識しながら「予防管理型管
理」・「事後保全型管理」を行う施設に分
類する。
３．健全度調査・判定
　　予備調査で予防管理型を行う候補とし
たものについて構造材、消耗材の劣化や損
傷の状況や美観等について詳細な健全度調
査を行い、性能低下状況について判定を行
う。
４．長寿命化計画の策定
　　予防保全型管理を行う候補について、
事後保全型管理をする場合の、どちらがラ
イフルコストを低く抑えられるかを比較
し、事後保全型管理を行う施設か、予防保
全型管理を行う施設かを確定させる。
　
　以上を踏まえ、公園の維持管理の基本計
画、各公園施設の管理類型、長寿命化対策
の予定時期や内容等とりまとめた長寿命化
計画として整理する。

〇国土交通省都市局公
園緑地・景観課が、平
成２４年４月、地方公
共団体等による長寿命
化計画に基づく都市公
園の計画的な維持管理
の取り組みを支援する
ため、公園施設の長寿
命化計画に関する基本
的な考え方、計画策定
の手順及び内容を具体
的に示した「公園施設
長寿命化計画策定指針
（案）」を作成、本指
針に基づき計画を作成
した。

〇一般財源
　公園管理費

〇国庫支出金
　社会資本整備総合交
付金(充当率５０％）の
充当が可能

○ 予想外の補修、もし
くは更新が生じる可能
性があるので、予算の
平準化に留意しながら
適切な処置を図る。

〇長寿命化対策の実施
内容は、実際に行った
維持管理の内容を踏ま
えて、毎年適宜修正・
補完しながら用いてい
くローリング方式によ
り適宜計画を見直す必
要がある。

※　各課で策定済（予定）の公共施設等（ハコモノ・インフラ）の統廃合、適正配置及び長寿命化に関する各種個別計画の現状及び今後の予定について記載願います。
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4 橋梁長寿命化修繕計画 建設部
道路第１課

平成26年3月 平成26年
～平成35年
（10年間）

　平成21年度に実施した橋りょ
う点検及び被災後の緊急点検結
果をもとに補足点検を実施した
65橋

①健全度の把握及び日常的な維持管理に関
する基本的な方針
②橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る
費用の縮減に関する基本的な方針

　建設後50年を経過す
る老朽化橋の割合が、
20年後には半数以上と
なることから、これま
での傷んでから治す
「対症療法的な修繕」
では維持管理コストが
膨大となるため、「計
画的かつ予防保全的な
修繕」への転換を図
り、長寿命化によるコ
スト縮減と予算の平準
化を図る

 計画に基づく修繕につ
いて、防災・安全交付
金の充当が可能

5 石巻市公営住宅等長寿命化計画 建設部
住宅管理課

平成22年3月
平成30年3月
改定

平成30年
～平成39年
（10年間）

石巻市営住宅（共用施設含
む。）

① 公営営住宅等のストック状況を把握
し、予防保全的な観点から定期点検や修
繕・改善等の維持管理を推進する方針を策
定
② 公営住宅等ストックの長寿命化及びサ
イクルコストの削減に関する方針を策定

国により平成18年6月
「住生活基本法」が施
行され、住宅セーフ
ティネットの確保等の
政策への道筋が国から
示され、住生活基本計
画に定める公営住宅の
役割を果たすため、点
検の強化及び早期の管
理・修繕により更新コ
ストの縮減をめざし、
公営住宅等長寿命化計
画の策定及びこれに基
づく予防保全的管理、
長寿命化に資する改善
を推進していくため、
平成21年3月、公営住宅
等長寿命化計画策定指
針が示され、本市にお
いても同計画を策定

計画に基づく公営住宅
の改修費用について社
会資本整備総合交付金
（補助率45％）及び公
営住宅整備事業債（充
当率100％）の充当が可
能

①計画策定後は同計画
に基づき市営住宅の用
途廃止や維持補修を実
施
②災害公営住宅の建設
によりストックが過剰
となったことから、災
害公営住宅の募集が一
般化となった以降、復
興住宅移転計画を作成
し、同計画に基づき用
途廃止を予定する住宅
の入居者を復興住宅の
空室へ移転する。

6 農業集落排水施設機能保全対策事
業

建設部
下水道管理課

平成33年3月 10年間 農業集落排水施設（管路施設、
処理場施設・河南地区：定川・
和渕・笈入）

　集落排水施設ストックマネジメントの一
部となるもので、機能診断調査を実施、そ
の結果を受け平成29年度に策定した修繕・
改築計画の最適整備構想（マスタープラ
ン）を基に、農業集落排水処理施設の計画
的な改築を行う事で長寿命化を図る。

　低コスト型農業集落
排水施設更新事業支援
事業として平成23年度
着手したが、震災によ
り中断。補助事業の内
容も見直しされたた
め、平成28年度から新
たに再開したもの。

◎ 国費（農山漁村交付
金事業）交付条件：改
築に要する費用の額が
200万円以上であって
かつ、次のいずれかの
要件に該当する施設。
1 維持管理が適切に行
われているものであっ
て、原則として供用開
始後7年以上経過して
いること。
2 供用開始後に汚水処
理の対象人口の著しい
増加、処理水の水質基
準の強化その他の既存
の農業集落排水施設を
取り巻く条件又は環境
の変化が認められるこ
と。）補助率50％

・平成32年度以降機能
保全対策（定川処理
場）調査計画・実施設
計等実施
・平成３２年度の公営
企業会計法適用に向け
て、資産台帳整備を実
施中
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7 下水道ストックマネジメント計画 建設部
下水道管理課

平成29年3月 期間未設定 下水道施設（管路施設、処理
場・ポンプ場施設）

　下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設
管理の目標（アウトカム、アウトプット）
及び長期的な改築事業のシナリオを設定
し、点検・調査計画及び修繕・改築計画を
策定

　・予防保全型　状態監視保全
　　　　　　　　時間計画保全
　・事後保全型　事後保全

　平成28年度に「下水
道ストックマネジメン
ト支援制度」が創設さ
れ、ストックマネジメ
ント計画に基づく劣
化・損傷を把握するた
めの点検調査と計画的
な改築について補助交
付対象とされた。

　社会資本総合整備交
付金・防災安全交付金
（計画：補助率50％・
計画的改築：補助率50
～55％）

・今回策定のストック
マネジメント計画は簡
易版のため、今後計画
の見直しを計る。平成
30年度からストックマ
ネジメント実施計画策
定（点検・調査計画策
定：基本方針策定・実
施計画策定）平成32年
度以降修繕等開始
・平成３２年度の公営
企業会計法適用に向け
て、資産台帳整備を実
施中

8 石巻市立小・中学校学区再編計画 教育総務課 平成31年7月 平成29年
～平成38年
（10年間）

市内の全小中学校 　少子化による児童生徒数の減少等によ
り、適正規模を下回る学校が増加傾向にあ
ることから、平成30年度内に市内全体の
小・中学校の統廃合を含めた学区再編計画
の案を作成する。

　平成22年1月に「石巻
市立小・中学校の適正
規模・適正配置に関す
る基本方針」を策定し
た。
　その後発生した東日
本大震災により、被災
した学校の復旧整備を
最優先とした「石巻市
立学校施設災害復旧整
備計画」を平成24年3月
に策定し対応してき
た。
　震災対応への目途が
ついた平成26年度から
学区再編計画の策定に
向けて、庁内の検討組
織及び学識経験者等に
よる庁外検討委員会を
設置し、平成29年3月
「石巻立小・中学校学
区再編計画（素案）」
を作成した。
　平成29年度には、学
校保護者を対象として
素案の内容の説明会を
開催した。

未定 　平成29年度に学区再
編計画（素案）の内容
を学校保護者を対象と
して説明した。
　学校保護者等から寄
せられた意見等につい
て分析、課題の整理及
び検討を行い、地域住
民等を対象とした説明
会を開催し、寄せられ
た意見等についてさら
に分析、課題の整理及
び検討を行い、平成30
年度内に学区再編計画
の案を作成する。

9 石巻市学校施設整備保全計画 教育委員会学
校管理課

平成33年3月 平成33年度
～平成42年度
（10年間）
(予定)

小学校・中学校・高等学校・給
食センター・教職員住宅

　限られた財源の中で学校施設の計画的・
効率的な保全のあり方や教育環境の質的改
善などを総合的に検討し、学校施設の整備
に係る財政負担の平準化を図るとともに、
中長期的に適正な状態で維持保全すること
を目的として策定

〔主な掲載内容〕
　・改修等の整備水準
　・維持管理の手法
　・改修等の優先順位付け
　・中長期的なコストの見通し

・平成27年3月に文部科
学大臣名で、教育施設
の計画的な管理等を推
進するため平成32年度
までの個別施設計画策
定の要請
・公共施設等総合管理
計画の下位計画として
の個別施設計画を策定
する必要性

公立学校施設整備費に
ついては、限られた財
源を効率的・効果的に
国庫補助するため、平
成31年度から個別施設
計画の策定状況を勘案
し，事業採択される見
通し

【平成30年度】
検討委員会(庁内組織)
を設置し、素案作成予
定
【平成31年度】
策定委員会を設置し、
計画案を作成予定(検討
委員会で組織構成等を
検討。)
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10 石巻市社会教育施設・社会体育施
設　個別施設計画（仮称）

教育委員会
　教育総務課
　生涯学習課
　体育振興課

平成33年3月
（予定）

未定
（公共施設等
総合管理計画
との整合を図
る）

・社会教育施設
・社会体育施設

未定
（施設類型ごとの管理に関する方針を策
定）
・施設類型ごとの適正配置の実現
　（廃止・統合（集約化）を含む）
・長寿命化・耐震改修の実施
・安全の確保

・平成27年3月の文部科
学省インフラ長寿化計
画（行動計画）が策定
され、個別計画の策定
が求められた。

・公共施設等総合管理
計画の下位計画として
策定する必要がある。

なし ・施設の存廃、利活用
方法、運営方法等のあ
り方の検討

・計画は未策定である
が、平成27年3月の国の
策定要請の通達を受
け、平成32年度までに
策定予定


